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平成２３年度包括外部監査結果報告書概要一覧１　指摘事項一覧全機関共通 監査の結果 措置の状況（１）契約事務①    他者が作成したと認められる見積書の提出契約に際し，業者から各センターに提出された見積書（競争入札時の参考見積書を含む）を検討したところ，名義人以外の他者が作成したと認められるものがある。Ａ　農業技術センター本所における「偏光ゼーマン原子吸光光度計」に係るもの(一般競争入札　契約額4,410,000円)【不当】［Ｐ ２２２ 参照］積算価格算定にあたり，2者が参考見積書を提出しているが，その内訳となる項目・金額は同一であり，「出精値引」540,000円(税抜)が相違するのみである。なお，一般競争入札であるこの契約の落札率は100%である。積算価格算定の基礎となる参考見積りについて，複数の見積りを取得すべきとする規則・内部規定は存在しないものの，安価な見積りを基礎として積算価格を決定するという趣旨からすれば，適正に作成された合見積りを取得するべきであり，本件でなされた処理は，不当である。今後は，参考見積りの取得に際しては，適正な合見積書の取得をすべきである。Ｂ　農業技術センター果樹研究部における工事請負契約4件(随意契約　契約額合計7,648,000円)【不正】　　　　［Ｐ 239 参照]同一様式を用いた見積書で，字体と一部の数字を除き，他は全く同じものである。随意契約については，契約規則でできるかぎり複数の見積りを取得することと定められており，実際上は，複数の見積りを取得するように運用されている。本件取り扱いはその規定を潜脱する処理であり，不正である。今後は，適正な見積書の取得をすべきである。Ｃ　農業技術センター果樹研究部における給水管漏水補修工事（随意契約）　【不正】　　　　　　　　　　　　　　　　   ［Ｐ 25 参照］給水管漏水補修工事において，見積書の形式，内容が酷似しており，同一の者が見積書を作成したと思われる。随意契約については，契約規則でできるかぎり複数の見積りを取得することと定められており，実際上は，複数の見積りを取得するように運用されている。本件取り扱いはその規定を潜脱する処理であり，不正である。今後は，適正な見積書の取得をすべきである。（２）　支出事務① 支出が不正及び不当であると認められるものＡ 支出すべき年度が平成22年度ではなく，23年度分として支出すべきもの 【不正】　　　　　　　　　　  ［Ｐ 223 参照］農業技術センター本所では，平成23年3月30日にＤＣ原動機34個とその付属品(金額は6件　3,399,890円)を購入したとしていたが，保管倉庫で現物確認したところ，製造業者の工場から翌年度の同年4月11日に直送されている事実が配送ラベルから確認された。債務確定日は翌年度の平成23年4月11日であり，明らかに不正な支出である。今後は，納入日の属する年度の支出とすべきである。

　今回の指摘を受けて改めて確認したところ，当該見積書については，それぞれの業者において作成したものであることを確認したところであるが，参考見積書の徴取にあたっては，引き続き適正な徴取に努める。
　今回の指摘を受けて改めて確認したところ，当該見積書の作成については，それぞれの業者において作成したものであることを確認した。　ただし，指摘のあった５件の工事契約に係る見積書徴取のほか，平成１９年度から平成２２年度までの間において，計３８件の小規模修繕等工事について，不適正な見積書徴取（一社に対して二社分の見積書提出を依頼）を行っていたことが確認された。　このため，制度所管課による会計実務研修等を活用して適正な会計事務の徹底と法令順守の徹底を図るとともに，果樹研究部における工事契約については，チェック体制及び業務処理能力を充実させる観点から，農業技術センター本所にて一括処理することとした。

　指摘のとおり，翌年度に納入されたものを当該年度の支出とした事案であり，会計年度の原則から逸脱した事務処理であった。　平成２３年度以降適正な処理をするため次の措置を講じている。　・３月１日以降発注する場合は，この時期に必要な物品かを要求者に確認している。　・年度内に確実に納品できるようにするため，納期を年度末から一週間程度前までを指定している。
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Ｂ　支出が不当であると認められるもの【不当】　　　 ［Ｐ 306 参照］林業技術センターでは，平成22年3月30日，木材強度測定器を6,079,740円で取得しているが，監査日現在(平成23年8月4日)，ボルト等で固定されておらず，まったく使用されていない。使用しない機械を月10回使用するとして取得しながら放置しているのは，明らかに不当な支出であり，税金の無駄遣いと言われても止むを得ない。今後は，不要な物品を購入しないよう十分検討すべきである。 　指摘のあった木材強度測定器は，平成２２年度において受託研究での使用を想定し，購入したものであったが，実際には委託元の事情により受託契約が遅れた結果，監査日当日において未使用であった。ただし，平成２４年２月２１日には受託研究に係る契約を締結し，設置した上で，試験の用に供している。　なお，指摘を踏まえ，試験検査機器の購入にあたっては，不要不急の予算執行とならないように，起案の時点で，利用計画を明確にした上で購入を行うなど，適正化を図っている。C　支出が不正であると認められるもの【不正】　　［Ｐ 262 参照］畜産技術センターでは，平成23年3月31日，当年度には使用しない猪の侵入防止用金網300枚を購入している。使用予定数は平成23年度の100枚であり，予算消化のための不要不急の支出であると認められる。差引200枚は平成24年度以降に使用するほかなく，不正な支出であると言える。また，畜産技術センターでは，平成23年3月28日，放牧草地の周囲柵整備用として単管パイプ他を購入し支出しているが，使用予定は翌年度であり，予算消化のための不要不急の不正な支出であると認められる。なお，監査日現在(平成23年8月4日)，約半年経過していたが，半数以上が空き地に覆いもかけられず放置されていた。今後は，必要な時期に必要な支出を行うようにすべきである。Ｄ　修繕にあたって取得金額の検討を行わず，多大な支出をした　　もの　　　　　　　　　　　　　　【不当】　　　　　　　　　 ［Ｐ 102 参照］保健環境センターでは，当初の取得金額620,000円の超低温槽を1,107,645円支出し，修繕している。今後の使用可能年数，技術進歩による機能性向上を考えると，新品の取得を検討すべきであった。結果として，税金の無駄遣いとなっており，不当な支出であると認められる。今後は，取得金額を確認したうえで，修繕とするか新品を取得するか十分に検討されたい。②   事務処理が不正及び不当であるもの（全機関共通）Ａ　日付の記入見積書，納品書，請求書など事業者の提出する書類に日付が記入されていない。民間では当然記入される日付漏れが全ての機関で見受けられた。支出をするためには，いつ，どういう書類が提出され，債務確定日はいつかということが重要である。東部工業技術センター，農業技術センター本所では，納品書，請求書に事業者が記入すべきところ，県職員が日付を記入した例が見られた【不正】。            ［Ｐ 190･224 参照］今後は, 見積書，納品書，請求書などへの日付を記入するよう事業者に指導されたい。Ｂ　合見積り【不当】　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［Ｐ 123 参照］食品工業技術センターでは，空調機の取り替えを行う際( 336,000円の支出)，本来は物品の取得であり，県の内部規定に基づき，2者以上からの見積りが必要であったが，合見積りを行っていないのでこれは不当な行為である。 　指摘のあった空調機取替改修は，物品取得ではなく「附帯する設備」の修繕に該当し，小規模（１００万円未満）であれば需要費での支出が適当と判断している。　また，動物実験室内の空調機が経年劣化により使用不能となったことに対し，動物の飼育環境維持のためには，早急に空調機設備を回復する必要があったことから，一者随契によって修繕を行ったため，複数の見積書を徴していないものである。　なお，今後とも契約規則等を遵守し，適切に事務処理を行っていく。

　猪侵入防止金網は効果が高いため，また単管パイプは放牧地の整備に必要であるため，予算残額の範囲内で年度末に購入したものであるが，指摘を踏まえ，設置計画に基づいて必要な時期に必要な数量を購入することとした。

　指摘を踏まえて，事業者に対する請求書等への日付記入の指導を行っており，日付記入の状況は改善している。　引き続き，事業者に対して日付記入の徹底を依頼するとともに，担当職員に対しては，県としてのコンプライアンスの観点から指導・徹底を図る。

　今後は，取得金額，その後の管理費用及び緊急性等を総合的に勘案し，備品購入で対応すべきか，修繕で対応すべきか検討し，適切に対応する。
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（３） 財産管理① 備品管理の脱漏【不当】　　　　　　   ［Ｐ 123・191 参照］修繕の一環または委託加工により取得した物について，需用費または委託料として処理されているものの中に，備品の取得として取り扱うべきものがある。ソフトウェアの更新等でも100万円を超えるものもあり，備品としての管理が行われていない状態は不当と判断せざるを得ない。新規に購入した物品として備品台帳に掲載し，適正に管理すべきである。（食品工業技術センターにおけるクーラーの取得） （食品工業技術センター）　当該クーラーは壁面，天井，配管に合わせ固定設置されたものであり，物品ではなく附帯設備と判断し，修繕したものである。（東部工業技術センターにおける金属製カメラケースの取得） （東部工業技術センター）　指摘を踏まえ，現在においては，委託料額を評価額として備品登録を行い，管理している。② 未利用の重要物品【不当】                              ［Ｐ 66 参照］各センターで所有している重要物品（取得金額300万円以上）の中に，相当期間使用されていないものが相当数存在している。中には水産技術センターのように900万円を超える金額で購入しながら，僅か1年半足らずで使用されなくなり，その後5年以上全く使用されておらず，具体性に欠ける理由で高額な試験機器の使用機会を奪っているような事例もみられる。このような状態は物品の最有効活用を求める県の物品管理規則上不当であると判断せざるをえない。このような事態を防止し，総合技術研究所内で試験機器等の最有効活用を図るため，各センターが所有する重要物品の使用状況を共有する仕組みを構築する等，必要な対策を講じるべきである。

③　毒物及び劇物の取り扱い等に関する規定の不統一【不当】   ［Ｐ 68 参照］毒物及び劇物の管理について，管理規程は各センターごとに定められており管理の度合いにばらつきが生じている。センターの中には毒物の在庫管理を行っておらず，監査時点での正確な残量把握ができないものもあり，毒物及び劇物の管理状態としては不当と言わざるを得ない状態もあった。総合技術研究所としてのあるべき管理の状態を明確にした上で，統一した管理規程を定めるべきである。 　毒物及び劇物取締法のほか，昭和５０年１１月６日付け厚生省薬務局監視指導課長通知を参照し，総合技術研究所としての毒物及び劇物の取り扱いに関して最低限守るべき事項を整理し，平成２４年７月２５日付けで規程準則を定めた。　各センターは，規程準則の内容を充足するようそれぞれの規定を改正し，運用している。

　指摘を踏まえて，今後は，平成２３年度において利用実績がゼロであった機器については，次のとおり対応することとしている。　・民間のニーズに応じて，民間での利用を可能とする設備機器への転換　・他センターでの研究ニーズに応じた所管換え　・県ホームページでの機器紹介による利用促進ＰＲ　・老朽化及び故障等により使用できない機器についてはニーズや費用対効果を見極めたうえで修繕，売却，廃棄
■利用回数がゼロの重要物品のうち今後使用する予定があるものセンター名 件数 取得金額 保健環境センター 0 0円 食品工業技術センター 13 117,548,020円 西部工業技術センター（※１） 33 305,920,498円 東部工業技術センター 3 27,887,950円 農業技術センター（※２） 5 94,026,660円 畜産技術センター 0 0円 水産海洋技術センター 4 55,937,050円 林業技術センター 3 26,785,940円合　　計 61 628,106,118円※１ 生産技術アカデミーを含む※２ 果樹研究部を含む
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２　意見一覧全機関共通（１）　企画部 措置の状況①　試験研究設備機器整備更新計画                       ［Ｐ 86 参照］平成21年3月30日総合技術研究所が策定した試験研究設備機器整備更新計画において，県内産業に対する貢献度の向上を目指すため，総合技術研究所の独自財源を使用して，主に受託研究及び技術的課題解決支援事業等に必要な機器を購入することとしている。本計画に基づく年度ごとの機器の購入は，その年度の11月末の状況により12月に決定している。しかしながら，年度内の手続き完了が必要となるため，この後の競争入札等の日程には余裕がなく，その結果不用な物品の取得，或いは，高額買取りの一因ともなりかねない。整備・更新計画の決定時期については，現在の11月末基準から8月末基準程度に早めるのが良いと考えられる。御検討いただきたい。②　概要報告書                                         ［Ｐ 88 参照］各センターが発表している概要報告書は，センターごとに異なる形式となっている。各センターが横断的に研究課題に取り組むことにより，新産業の創出や充実した研究開発につながると考えられる。現在のような，センターごとに異なる記載方法では，連携がどの程度図られているのか不明である。したがって，研究への取り組みと成果を広く公に発表する場でもある概要報告書の形式，用語，記載内容，発表方法は統一すべきである。（１）　収入事務受託研究は研究終了の際, 発生した経費と見積り時の費目別精算書を作成し，受託先に報告する必要がある。また，研究費管理上も人件費部分を含めた直接費と間接費の全体経費による収支管理が必要である。 　当初，概算で計上した研究費に対して受託終了時に精算報告を行っている。なお，受託内容に要した経費が概算額を下回った場合は，受託研究費の返還を行うこととしている。　　また，受託研究では，技術料として人件費相当分を経費の一つとして設定しており，その他の経費と併せた全体の収支管理を行っている。［Ｐ 57 参照］（２）　契約事務①    代理店とそのメーカー等からの参考見積りの徴求     ［Ｐ 58 参照］随意契約による物品の購入において，多くのセンターに共通して見られる傾向として，予定価格設定のための参考見積りをその契約の相手方となる事業者またはその関係先から徴求しているものが相当程度存在している。契約の当事者である事業者自身が参考見積りを提出する場合等には，競争原理が働かないため，あえて挑戦的な価格を提示することは考えられない。物品の購入価格の透明性を確保する観点からも，予定価格設定のための参考見積りは，その物品の購入契約に対し間接的にでも利害関係を有する事業者は排除して，客観性を確保できる事業者から徴求すべきである   「委託・役務業務契約事務の手引き ３ 執行伺い　(3)設計金額の算出 ② 参考見積の徴取について 」において，  ・原則，複数の者から設計金額算出のための参考見積書を徴取する。  ・参考見積書を徴取した者を入札に参加させても差し支えない。と定めている。  これは，参考見積の時点で複数の者からの提示を受けた上で，入札の執行においても複数の者を参加させることにより，競争原理は確保できると考えているものである。
②    電子入札                                            ［Ｐ 58 参照］一般競争入札において入札率100%の契約があり，予定価格の設定の仕方に問題がある。また，一般競争入札において入札者が1者しかいない場合，その事実を入札者が知ると入札額が高額になる可能性がある。値引きに関するインセンティブを働かせるため，また適正な入札を実現するために電子入札を実現すべきである。 　物品の調達や委託役務について，会計管理部により，地方機関においても本庁と同様に一般競争入札に際して電子入札の導入を検討しているところである。

　意見を踏まえて，各センターのパンフレット・概要報告書の刷新を行う際には，十分留意していきたい。

　意見を踏まえて，機器購入に当たっては，十分な入札日程の確保など適切な実施に引き続き努めることとする。
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③    随意契約における予定価格と契約金額の近似             ［Ｐ 59 参照］平成22年度の随意契約の予定価格に対する契約金額割合は，95%超となるものが多い。安易に随意契約によることなく，広く対応可能な事業者をピックアップし，支出削減に努めるべきである。 　現時点においても支出削減に努めているところではあるが，見積を徴取する事業者を見直すなど，引き続き，支出削減に努める。④    検収調書の作成                                      ［Ｐ 59 参照］高額機器を取得する場合，担当者が試運転をして，納入業者と購入側が確認し，検収調書を作成するのが民間の常識である。検収の事実を確認するため，専門的知識を有する研究員が検収調書を作成するよう規程を改めるべきである。そこで，検収にあたっては，例えば，品名・検収場所・日時・立会者（県職員・納入業者）の氏名・日付入り検収状況の写真の添付・検収責任者のコメント・押印などの記入欄を設けた検収調書を別途作成し，納入業者の履行の確認と，債務確定日の確認に資するべきである。
⑤    業務完了報告書の保存                                ［Ｐ 59 参照］機械の設置・修繕にあたり，事業者は契約の履行確認のため，業務完了報告書・確認書に署名や押印を求めてくる。専門知識を有する県職員が署名や押印をすることとなるが，写しが保存されていない場合が多い。以後の修繕や取得の判断となる重要な書類であるので保存されたい。⑥    契約課の新設                                        ［Ｐ 59 参照］工事請負契約のように該当が少ないものについては，少人数センターの負担軽減・契約の適正化の観点から，総合技術研究所において一括管理してはどうであろうか。その他の契約においても，現場職員が総務事務・管理事務に従事しつつ，年に1度か2度の契約事務を担当することがあり，実務上無理があるのではないか。総合技術研究所における契約事務は，一括して本庁で行うことが適正な契約事務の確保につながるのではないかと考えられる。御検討いただきたい。（３） 支出事務① 人件費                                              ［Ｐ 26 参照］非常勤職員に対する年末調整事務(給与支払報告書作成・法定調書作成・源泉徴収票作成等)に多くの時間を要しているので，事務の効率化及び正確化を図るため，専用ソフトウェアを導入するか,総務事務課で一括して処理を行うことを検討すべきである(全機関共通)。 　意見については，今後の組織検討の際の参考とさせていただきたいと考える。

　本県の契約書で定められた業務完了報告書などについては，業者から提出させ，保存している。　なお，機械の設置・修繕にあたって，事業者が任意で作成した業務完了報告書・確認書を保存することは規程上定められているものではないが，以後の修繕や取得の判断材料となるものについては写しを保存することとしたい。　センターの契約事務に関しては，現場職員を支援するため自己点検表による点検，研修会や意見交換会などを通じたセンター間の情報共有などに取り組んでいるところであり，意見については，今後の組織検討の際の参考とさせていただきたいと考える。

　物品管理規則第6条第3項に，検査に専門的知識を必要とするときは，それに対応できる職員を立ち合わせなければならないと規定されている。　今後は，専門的な知識を要する職員の立会いのもと，検収調書を作成する。
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② 需用費Ａ　不要不急の支出年度末に，予算消化を目的とした不要不急の支出が行われていると認められる。予算の執行については，十分検討した上で必要な時期に必要とする支出を行うべきである。ａ　物品の購入・ 農業技術センター果樹研究部                     ［Ｐ 240 参照］ （a　農業技術センター果樹研究部）平成23年3月31日豊メッシュ150枚を購入しているが,使用予定は翌年度の平成23年10月頃であることから，翌年度の支出とすべきである。 　意見を踏まえて，現在においては，物品を購入する際には使用計画に従い，使用予定年度に購入し支出することとしている。・ 西部工業技術センター                            ［Ｐ 60 参照］平成23年3月に炭素繊維を大量購入しており，平成23年3月29日に納入されたものが監査日現在（平成23年8月17日），未使用のままとなっていることから不適切な支出であると認められる。 （a　西部工業技術センター）  当該炭素繊維は，熱可塑性樹脂炭素繊維複合材料と呼ばれるもので，購入当時は試作段階の材料であり，製造メーカーは海外のみであった。　また，一定量の注文量が揃った段階で製造され，センターが発注する小ロットのみでは製造されないため，購入できる時期が限られていた。　当該発注は，センターとして平成２３年度以降の使用を予定していたが，これ以降のメーカーの製造見込みが立たなかったことから緊急に購入したものである。 なお，当該炭素繊維は，全て使用済みとなっている。ｂ　修繕                                           ［Ｐ 27-29 参照］  全機関共通して,年度末での修繕に対する支出が集中している。年度途中で修繕が必要となる場合であっても，年度末まで実行できない場合があると思われる。修繕を必要とする場合には，修繕による効果，金額を十分検討し，年度末を待たなくても予算執行できるような体制を作るべきである。Ｂ　修繕に該当せず工事請負であると思われるものａ　食品工業技術センター                              ［Ｐ 139 参照］工事名:本館1階第1加工室作業流し台取替修繕既存のコンクリート製流し台を撤去し，新しくステンレス製の流し台を設置するという内容の工事である。支出額が3万円以上であることから，修繕とすることは不適切であり，工事請負又は備品としての支出が妥当であると思われる。ｂ　畜産技術センター                                  ［Ｐ 261 参照］工事名：本館2階女子更衣室改修工事既存のパーティションを撤去し，新設するなどして，使用面積を広くした工事であることから，修繕とすることは不適切であり，工事請負としての支出が妥当であると思われる。

（ｂ）  各センターとも修繕を要する施設や設備が多い中，限られた予算の中で経費節減を行い，必要な修繕費用を捻出しているところである。  安全管理上または業務執行上緊急性が高いものについては，優先的に修繕を行うほか，引き続き計画的な修繕に努めることとする。　小規模修繕執行要綱では「建設工事執行規則（平成８年広島県規則第39号）第62条の規定により，同規則の適用除外となる庁舎，公舎その他の建物の小規模な修繕（以下「小規模修繕」という。）の執行については，この要綱の定めるところによる。」とされている。建設工事執行規則第６２条庁舎，公舎その他の建物（これらに附帯する設備及び工作物を含む。）に係る修理，補修，模様替えその他の軽易な工事のうち，次のすべての要件を満たすものについては，この規則を適用しない。  (1)  工事１件の請負対象設計金額が100万円未満であること。  (2)  支出予算科目が需用費（修繕料）で執行するものであること。  (3)  設計及び工事監理について特別の資格及び技術を必要とするものでないこと。　これを受け，修繕等に関する支出予算科目の判断は，大規模のもの（設計金額100万円以上）は工事請負費，小規模なもの（設計金額100万円未満）は需要費としている。 a  については「附帯する設備」の修繕に該当し，小規模（１００万円未満）であれば需要費での支出が適当と考えている。 b  については「模様替え」に該当し，小規模（100万円未満）であれば需要費での支出が適当と考えている。
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Ｃ　検収における留意事項                               ［Ｐ 30 参照］ａ　保健環境センターでは，修繕の際，施工前・施工後の写真の添付がなく，その結果の確認ができないので，写真を添付すべきである。 ［Ｐ 102 参照］ ａ 今後は，完了通知書の提出を受ける際に，書類内容を適切に確認する。ｂ　保健環境センターでは，機器の取得の際，事業者から検収印を求められ押印の上，手交している。控を受領していると思われるが，保管されていないので，控を保管するよう励行すべきである。［Ｐ 103 参照］ ｂ 本県の契約書で定められた業務完了報告書などについては，業者から提出させ，保存している。なお，機械の設置・修繕にあたって，事業者が任意で作成した業務完了報告書・確認書を保存することは規程上定められているものではないが，以後の修繕や取得の判断材料となるものについては写しを保存することとしたい。ｃ　林業技術センターでは，機器の取得の際，検査調書は作成されているものの，県の定める物品の購入等に係る検査事務取扱要領に基づく検査に必要な機器の据付等は行われていなかった。検収の前提となる検査すら確実に行われていない状態であっ　修繕，機器の取得に際しての検収は重要な事項であるので，工程の写真や検収に関する確認書類は以後の修繕，機器の取得時の参考とするためにも整備し保存する必要がある。［Ｐ 306 参照］Ｄ　債務確定の日の相違                                ［Ｐ 30 参照］事業者が作成した作業報告書の日付と，県作成の支出調書における債務確定日の日付が相違している場合があるので，間違いのないよう処理されたい。 　支出調書における債務確定日は検査職員による検査日とすることとしている。　事業者が作成した作業報告書が郵送などにより送られたために受け取りが後日となることもあり，作業報告書の日付と納品後に検査職員が検査を完了する日付が相違することはありうるものと考えている。（４） 財産管理①　一式管理を行う備品の管理の徹底                      ［Ｐ 61 参照］試験機器の中に多く見られる，物理的に独立した複数の物品から構成される備品に対する管理が徹底されていない。このような備品については一式管理を行うケースが多いが，全センターの備品の中で適正な管理を確認できたのは食品工業技術センターで所有するパソコン1件のみであった。総合技術研究所は，高価な備品を相当数所有しており，備品の管理を徹底させる必要がある。 　一式管理を行う必要がある備品については，枝番を付した備品番号を設定し，備品ラベルの貼付・管理簿への記載を行うなど，適正な管理に努める。②　センター内部で製作した機器の取り扱いについて   ［Ｐ 62 参照］実験に用いる機器が市販されていない場合等，各センターにおいて実験で使用する機器を自ら製作する場合があるが，これらの機器について，県の物品管理規則上，その取り扱いが明確化されていない。現在はセンター独自の判断で備品登録の要否を判断しているが，原則備品登録を行うこととしている西部工業技術センターにおいても，購入すれば1千万円を超えると説明を受けた大型ダイヤモンド合成装置が，平成元年に製作された後，備品として登録されないまま監査時点まで至っており，センターの自発的な取り組みには限界がある。このような問題は総合技術研究所以外でも発生し得るものであり，全庁レベルでのルールの見直しが必要であると考える。
　意見を踏まえて，個別部品を組み合わせて，内部製作した機器の合計取得価額が備品登録の基準を超過する場合には，備品登録を行った上で，備品として取り扱うこととしている。

c  物品管理規則第6条第3項に，検査に専門的知識を必要とするときは，それに対応できる職員を立ち合わせなければならないと規定されている。　今後は，専門的な知識を要する職員の立会いのもと，検収調書を作成する。　検収に関する確認書類の保存は，文書等管理規則に従って行うこととしている。
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③　備品台帳及び備品ラベルへの掲載項目の追加について    ［Ｐ 64 参照］備品の効率的な管理を行うため，備品台帳及び備品ラベルの掲載項目について，以下のものを追加するのが望ましいと考える。・　備品台帳　　耐用年数，経過年数・　備品ラベル　取得年月日東京都の公有財産台帳では，財産情報・基本事項・価格情報に区分されている。特に，価格情報欄に取得価格・取得年月日・耐用年数・経過年数の各欄があり，有益であるのでぜひ参考にされたい。
④      財産台帳の作成                                    ［Ｐ 293 参照］水産海洋技術センターでは，漁業調査船「あき」について，備品として重要物品確認票に他の備品と同列に記載している。規則では20トン未満の船舶は船舶台帳に記載する必要がないとしているが，取得価格182,804,000円の船舶を備品として処理するのは一般常識から納得し難く，財産台帳に記載すべきであり，関係規則等の改正を行われたい。⑤　重要物品確認票                                     ［Ｐ 68 参照］重要物品確認票について検討したところ，項目名と掲載内容が一致していないと思われる項目があり，また，廃棄・除却・保管換などの記述もなかった。重要物品の管理がこの程度では不安である。耐用年数・廃棄・除却・保管換・購入先などの情報も入れ，分かりやすい重要物品確認票にすべきである。⑥　借受物品                                           ［Ｐ 68 参照］借受物品について，備品ラベルの貼付があるものとないものが混在しているので適正に処理されたい。 　借受備品についても，備品ラベルを貼付した上で，備品台帳による適正な管理に努める。⑦　不用決定の基準                                     ［Ｐ 68 参照］備品の不用決定の基準がないので，明確にされたい。 　意見を踏まえて，老朽化，故障等により使用していない機器については，ニーズの有無や費用対効果を確認し，必要に応じた修繕又は売却，廃棄等，適切に処理するよう努めている。⑧　機械器具設置                                      ［Ｐ 312 参照］林業技術センターでは，依頼試験に使用するとの理由で購入された木材強度測定器について，業者からの納入後一度も設置されることなく放置されていた。形だけの検査調書は作成されているものの，機器の設置を必要とする動作確認等は全く行われておらず，検収が完了していない状態で業者への支払いも行われていた。また，取得後の依頼試験料金表にも，この測定器は掲載されておらず高額で取得した物品の有効活用が全く図られていない状態であった。早急に最有効活用策を検討し実施に移す必要がある。

　備品台帳・備品ラベルの見直しを検討しているところであり，参考とさせていただくよう考える。

　物品管理規則第6条第3項に，検査に専門的知識を必要とするときは，それに対応できる職員を立ち合わせなければならないと規定されている。　今後は，専門的な知識を要する職員の立会いのもと，検収調書を作成する。　利用見込みについては，依頼試験ではなく，平成２２年度に予定していた受託研究での使用を想定していた。実際には受託契約が遅れ，契約が整った平成２４年２月２１日から設置して受託研究のために使用している。　今後は，受託研究のほか，依頼試験の要望があるため，平成２５年度から，使用料及び手数料の料金を掲載し，依頼試験等に供する予定である。

　行政実例によると，公有財産に該当する船舶は，船舶法や商法に定める船舶(総トン数20トン以上)程度のものが想定されるとしている。これらの規定を準用して財産台帳への記載の有無は20トンで区別している。　なお，備品のうち取得価格が300万円以上の重要物品については，決算書の調書に記載するなど適正な管理・報告に努めている。　意見については，今後の見直しの際の参考とさせていただきたいと考える。
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⑨　機械器具利用記録                                  ［Ｐ 200 参照］東部工業技術センターでは，外部の者が利用した場合，機械の利用実績簿が作成されていないものがあり，一部職員に作成すべきとの認識がない。利用実績は機器の修理，新品への更新などの判断となるので正確に記録されたい。⑩　出納簿の未作成，棚卸しの未実施     ［Ｐ 171・249・262 参照］購入後，消費するまでの期間が6ヶ月を超える物品については，県の定める物品管理規則により出納簿を作成し，使用の状況を記録すべきとされているところ，出納簿の作成が行われていない。購入金額が相当額になるものについても，出納簿による管理（棚卸しを含む）がなされておらず，物品管理上大きな問題があるので，出納簿を作成し，棚卸しを実施されたい。（西部工業技術センターにおける炭素繊維）（農業技術センター果樹研究部における豊メッシュ）（畜産技術センターにおける猪進入防止柵，単管パイプ）
⑪　毒物及び劇物の貯蔵施設のカギと毒物等の出納簿の管理  ［Ｐ 68 参照］毒物及び劇物の管理に関して，貯蔵施設のカギ及び毒物等の使用に関する出納簿の管理が適正に行われていないセンターが多く見受けられた。各センターの定めた規程に基づき，毒物等の管理責任者がその両方を管理すべきところ，毒物等の使用時の効率性のみを重視し，これらの管理が適正に行われていないケースがあった。その結果，毒物を使用した際の使用簿への記載の漏れも発生しており，毒物及び劇物の管理上問題がある。規程の趣旨を踏まえつつ実務面においても過度に煩雑とならないよう，必要に応じた規程の見直しと，その結果定められた規程の遵守が必要である。⑫　毒物及び劇物の残数量の把握　　　　　　　　　　　 ［Ｐ 69 参照］総合技術研究所の中に，使用中の毒物等の在庫量の把握，確認を行っていないセンターがある。使用の都度，出納簿で残量の確認を行い，定期的にセンター内で保管するすべての毒物等について棚卸しを行った上で，出納簿と現物の残量の整合について確認を行うよう，規程を統一する必要があると考える。⑬　毒物及び劇物の使用期限の管理　　                ［Ｐ 69 参照］規程の中に毒物等の使用期限に関する定めがなく，多くのセンターで購入後かなりの年数が経過したと思われる毒物等が保管されていた。限られた管理工数で必要な管理を実現するためにも，規程の中に使用期限に関する定めを置き，使用期限を途過した毒物等は自動的に廃棄処分となるような仕組み作りが必要であると考える。⑭　毒物及び劇物の廃液の管理　　　　　                    ［Ｐ 69 参照］規程の中に，毒物等を実験で使用した際に生じる廃液の保管に関する定めが設けられていない。センターでの対応も，実験室の使用していないドラフト内への保管，人目に触れにくい場所への保管（いずれも施錠なし），毒物等の貯蔵施設への保管（施錠あり）と，まちまちとなっている。廃液の中にも相当程度の毒性を有しているものも含まれることから，規程の中に実験室内部で保管する廃液に関する定めを設け，必要な管理を行うべきである。⑮　毒物及び劇物の表示ラベル　　　　　                     ［Ｐ 70 参照］毒物及び劇物について，表示ラベルの判別が困難なものがあるので，再作成し，貼付すべきである。

（西部工業技術センター）　当該炭素繊維は，平成２３年３月に納入されたが，６ヵ月以内に消費するものとして物品管理規則に基づく消耗品出納簿及び消耗品使用簿を作成しなかった。　現在は，使用職員が６ヵ月以内に消費するものについては消耗品受払簿を，６ヵ月を超えて消費するものについては消耗品出納簿を作成し，在庫管理も含め，適正な管理に努めている。　（農業技術センター果樹研究部）　現在は，使用計画に従い，必要量のみを購入することとしており，出納簿による管理を要する物品はない。（畜産技術センター）　意見を踏まえ，現在は，必要な時期に必要な数量を購入することとしており，出納簿による管理を要する物品はない。

　外部利用を含め，試験研究機器の利用状況を整理することとし，利用実績の作成について担当職員への周知に努めている。

　毒物及び劇物の取り扱いについては，平成２４年７月２５日付けで「総合技術研究所毒物劇物危害防止規程《準則》」を制定し，同規定《準則》に沿って，各センターの取り扱い規程を改正し，適正な管理を行っている。　この改正により，残数量の把握・使用期限の管理・廃液の管理・表示ラベル等についての取り扱いを明記し，適正な運用に努めている。
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（５）　研究①　業務実績の把握殆どのセンターにおいては，業務日報が作成されていないので，業務日報を作成し，研究の続行推進，停止，他研究への所属替えなどの判断に資するべきである。 　県費による研究については，年２回ないし４回の頻度で，総合技術研究所企画部と各センターとで進捗に関する協議を行っており，進捗度合いによっては，所長権限により研究の中止といった判断を下すことも想定している。②　研究のマネジメント試験研究の過程における情報を共有し，討論，ミーティングの記録を作成していない場合が多い。研究の継続・中止に関する判断のため，研究者・部長・センター長の意見を記録した進捗管理をすべきである。③　大学研究機関との連携・共同研究いわゆる産官学一体となった研究が有用なことは言うまでもない。新聞報道によれば，一部の市は大学と共同研究を行い成果を獲得しているので，広島県においてももっと大学と連携強化し，成果を出すべきである。 　広島県研究開発戦略においても大学等との連携を掲げているところであり，研究会活動などを通じて連携を深め，共同研究等を進めていきたいと考えている。④　事業効果の予測と確認Ａ　事業効果の予測事業効果の予測は，研究開発の要否を決定する重要な要素である。研究計画書の事業効果予測には計算根拠の記載がなく，ただ単に数字を膨らませているのではないかと思われるものが多い。計算根拠を示した事業効果予測が望まれる。 　研究課題立案時から，計算根拠をもとにした事業効果予測を行うよう努めていく。Ｂ　事業効果の確認事業効果の確認には経済効果を数字で表すことが必要であるが，殆ど行われていない。それは，事業者が総合技術研究所の研究開発結果を導入していないケースが多いからである。県民の貴重な税金を投入して長い期間（3年程度）行った成果を数字で表せないのは問題であり，事業者に聞き取りを行い，研究成果の効果把握に努めなければならない。⑤　研究の進捗管理及び適正な評価の重要性          ［Ｐ 173 参照］西部工業技術センター（以下「センター」という。）が行ったFET（電界効果型トランジスタ）一体型高感度センサーの開発に関する研究（以下「本研究」という。）について，以下の点について改善が必要であると考える。Ａ　開発目標の不明確さ　　　　　                         ［Ｐ 174 参照］研究開始前に作成された研究計画書フォームに記載された研究開発目標は，数値目標のみが記載されている。しかし，同数値目標の前提条件が明確に掲載されていない。研究開発目標は，研究課題の採択から最終評価に至るまでの種々の判断の基本となるものである。関係者が共通の認識をもち，誤った判断を行わないためにも，研究開発目標は前提条件まで含め明確に設定されるべきである。Ｂ　進捗度の適正な把握と書類への記載について          ［Ｐ 174 参照］本研究は計画通りに進んでいなかったにも関わらず，企画部とセンターの進捗会議の際に作成される研究課題の進捗状況表に記載された進捗度は途中の２回を除いてすべて計画通りとされており，事実と異なる記載内容であった。本進捗状況表は種々の判断の基資料となるものであり，事実に即して適正に作成すべきである。 　意見を踏まえて，事実に即した進捗状況の適切な把握のため，進捗会議の議事録作成に努める。
　Ｈ24.6.1に評価マニュアルの改正を行い，「単年度ごとの目標」を新たに追加設定して，可能な限り前提条件を考慮した目標の明確化に努めている。

　現在，事業効果を確認する取り組みとして技術支援に関する顧客満足度調査を試行済みであり，本格実施に当たっては事業者への聞き取りなどを行うことを想定している。

　意見を踏まえて，プロジェクト研究などのミーティングにおいて，　○ミーティングの議題　○議題に対する結論　○関係者それぞれが持ち帰り検討すべき課題などの記録を残すように努めていく。
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C　書類作成上の評価の記載について                    ［Ｐ 175 参照］センターの本研究に対する認識を端的に表現すると，「目標は達成できなかったが失敗ではない」ということであるが，センターが研究に対する自己評価を行い作成する事後研究フォームでは，目標は達成したとされている。本事後研究フォームは研究の評価の判断にも影響を与える重要な資料である。事実は事実として捉え関係書類への記載は適正になされるべきである。D　適正な評価の重要性                                ［Ｐ 175 参照］各研究機関が行う研究にはリスクがつきものであり，最善を尽くしたとしても失敗に終わる研究がでることは避けられないことである。しかし，失敗を失敗として認識しなければ，研究課題の設定や研究の進め方等に関する問題点の抽出の機会を失い，その後の研究においても対策を講じることができず，結果として同じような失敗を繰り返すこととなってしまう。一つの研究の失敗を次の研究のより大きな成功に結びつけるためにも，失敗という評価を恐れることなく，事実に即した評価が行われるべきである。
（６）　知的財産権①　有用な知的財産権数は少数である（テーマ選定の問題）    ［Ｐ 71 参照］多数の知的財産権が出願・登録がされているものの，「凍結含浸技術」以外のものについては，ビジネスにつながっていない現実がある。テーマ選定段階で，ビジネス化の可能性を十分吟味する必要がある。また，テーマを選定し研究がスタートした後であっても，研究を続けているテーマが市場ニーズに合致するかを客観的に検証するシステムを構築し，市場ニーズに沿わない場合には研究を中止するようにしなければならない。 　現在においては，研究継続中の研究課題であっても，ニーズの低下や他者の発明による優位性の低下が認められる場合には，総合技術研究所長の判断により中止することができ，中止した旨を外部有識者で構成する研究課題評価委員会へ事後報告することとしている。　研究テーマの選定にあたっては，Ｈ24.6.1に研究課題評価マニュアルを改正し，事前の研究課題評価においてビジネス化の可能性を十分吟味するよう運用している。
②　利用がない知的財産権の管理                         ［Ｐ 72 参照］利用がない知的財産権が長期間保有されているケースがある。利用がない知的財産権を保持することは，人的・物的コストを生むものであることから，その処分を積極的に行うべきである。 　将来にわたって許諾見込みが無いなど一定の基準を設けており，基準に抵触する知的財産権の放棄などの処分を進めている。③　県有特許権実施許諾料算定基準改定の必要性    ［Ｐ 72 参照］有用性のある知的財産権については実施許諾することになるが，現在，総合技術研究所で実施許諾する場合，昭和54年制定の県有特許権実施許諾料算定基準によっている。この基準は，イニシャルフィーが高額であるなど，硬直的な面があることから，契約締結事務の柔軟性を高めるため新たな基準が必要となっている。 　今年度，一部の特許については許諾先事業者の利用状況などを考慮して許諾料の見直しを行ったところである。　今後も必要に応じて見直しを行っていきたい。

　意見を踏まえて，事後報告書フォームへの適切な記載に努める。　また，Ｈ24.6.1に評価マニュアルを改正し，適切な記載となるようフォームの修正を行っている。　外部の有識者により評価される研究課題評価制度を設けており，なかでも「事後評価」及び「追跡評価」という評価を行っている。　これらの評価フェーズにおいて，低位の結果となった場合には，その原因・背景などを把握し，次の研究課題立案の参考とするよう活用している。（参考）　・事後評価：前年度に終了した研究課題の，当初の計画や目標の達成状況などについての評価。　・追跡評価：研究終了から3年経過した課題の成果移転の目標達成度，知的財産権の活用状況や研究成果の事業効果についての評価。
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④　有用な知的財産権の活用方法の開拓                   ［Ｐ 72 参照］有用な研究結果が権利化されても，その存在が市場に浸透していなければ活用の道は狭められる。学会・論文・研究会・説明会の実施などを積極的に行い，広く広報に努めるべきである。 意見を踏まえて広く広報し，活用の道を広げていきたい。⑤　知的財産権の保護                                   ［Ｐ 72 参照］総合技術研究所企画部での聞き取りの際，知的財産権の侵害が疑われる事例も散見されることの報告がなされた。知的財産権は県民の財産であることから，その保護は重要である。侵害が疑われる場合の対応方法を確立し，断固たる姿勢を示すことが重要である。 　広島県の知的財産権に係る侵害が疑われる事例に対しては，現在，専門家とアドバイザリー契約を結び，適切な対処方針などの検討を進めているところである。（７） 試験研究機関①    　ひろしま未来チャレンジビジョンにおける試験研究機関の役割は次の通りである。          ［Ｐ 74 参照］Ａ　 「人づくり」では商工業,農業,林業,水産業の各分野での研修,相談等の実施　による人材の育成が必要である。Ｂ　 「新たな経済成長」では研究開発活動を通じて県内企業への技術支援や新成長産業の育成支援等の実施により,県内産業の発展を図る必要がある。C　 「安心な暮らしづくり」では,省エネルギー化技術,再生可能エネルギー技術,産業廃棄物の排出抑制・リサイクル及び適正処理への支援等持続可能な社会の構築に対応する必要がある。D　 「豊かな地域づくり」では、地元産品の認知度向上，消費拡大に向けた技術　的支援等地域資源を活用した産品の開発や魅力向上等への対応が必要である。②    　事業の見直し                                       ［Ｐ 77 参照］Ａ　 現行事業範囲の見直しでは所定の予算を前提に実施している限り，例えば，下記に該当する事業については，見直し対象として事業の継続の要否を判断すべきである。(例) 　公益性の乏しい事業効果の少ない研究開発事業利用頻度の少ない事業収支状況の悪い事業民間に移管できる事業Ｂ 　収入の確保では各センターの，提供サービスの価格の見直しと，無償事業の有償化の検討が必要である。また,各センターは外部からの研究資金の確保により，必要な研究費を捻出している。今後，研究資金の獲得には，ますます厳しい環境が予想されるが，研究開発機関としての評価が試される機会でもあり，公募される研究テーマを取捨選択して参加する必要がある。また，民間企業や大学機関等との共同研究・受託研究は一層促進すべきである。(例) 　不採算事業の外注又は中止提供サービスの価格の見直し無償事業の有償化外部資金の確保C 　業務プロセスの見直しでは環境の変化に対応できる業務プロセスへの制度設計が急務である。現行の行政上の各種手続きは業務上煩雑な一面があり，民間企業等のニーズに機動的に対応にできていない場合がある。(例) 　各種手続き規程の簡素化電子申請・承認手続きD 　経費の削減では間接費の削減が課題である。収入への貢献度合いから間接費（事業に直接必要な経費以外）の削減が課題である。(例) 　間接業務の集中化現在，総務経理関係の業務は各センターで実施されている。従って，各センターには必要な人員配置が実施されている。民間企業の一部では本社による一括管理や専門の子会社等による間接業務の一元化が推進されている。このためには，情報システムのネットワークや必要な内部統制の機能が働く前提が必要である。広島県の情報ネットワークの今後の構想及び広島県の定員管理方針等に依存するが，検討すべき課題である。その他，経費削減対策には競争入札等購買管理の徹底，在庫管理の実施等が考えられる。

　ひろしま未来チャレンジビジョンのほか，各局が策定した中期計画で位置づけられた本県の主要施策の実現に向けて，平成２４年３月に「広島県研究開発戦略」を策定したところであり，この戦略に沿って，着実に試験研究機関としての取り組みを進めていきたいと考えている。
　研究開発事業に関していえば，効果が少ないと判断される研究課題については，総合技術研究所長の判断で中止とすることが可能となっている。　その他の事業についても，意見にある観点（公益性，利用頻度，収支状況，民間移管）を今後の事務事業検討の際の参考とさせていただきたいと考える。　総合技術研究所においては，公的な性格を有する機関であることから，必要な人件費等の経費のみを見込んだ形で依頼試験などの提供サービス価格の積算を行っている。　外部資金については，研究テーマとの整合性を考慮しつつ，成果発現の早期化などのために有効活用していきたいと考えている。　意見については，今後の事務事業検討の際の参考とさせていただきたいと考える。
　意見については，今後の組織検討の際の参考とさせていただきたいと考える。
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③      所属機関の見直し                                   ［Ｐ 79 参照］各研究機関は，研究開発機関の性格と行政支援事業の実施主体の両面を有している。研究開発機関としては県民ニーズへの対応を優先し，その解決を図り，事業の拡大発展をサポートする一方で，研究資金確保のため外部資金の導入を図る必要がある。行政支援事業は国や各種機関，法律等の要請により実施する事業であり，行政機関として本来必要な事業である。各研究機関は両者の性格を有しているが，その活動状況からその比重は相違する。特に，行政支援事業の比重の高い研究機関については現行の組織体系は疑問である。特定の機関の一部の方が組織のマネジメント上，適当と考える。また，事業規模の縮小により研究開発能力の高くない研究機関も存在しており，見直しが必要である。④    地方独立行政法人の検討                             ［Ｐ 79 参照］地方独立行政法人化の必要性も含めた総合的かつ抜本的な見直し方策の検討が求められる。対象機関としては広島県の場合，西部工業技術センター及び東部工業技術センターが適切と考える。理由としては民間企業を相手にして研究開発をする必要性から，現行の行政上の各種手続きを省略して，スピードを持って実施する必要があること。センター独自の判断での運営が可能となり，業務の効率性が高まる等である。また,工業技術センターは，すでに収入面で使用料及び手数料，受託事業（試験研究受託金，技術的課題解決支援事業受託金）等で資金を確保している基盤があるため，地方独立行政法人化により県の負担軽減の可能性がある。
　意見については，今後の組織検討の際の参考とさせていただきたいと考える。

　現行の組織体系である｢一所化｣は，技術分野の異なる研究機関の統合により，多様化・複雑化するニーズや産業分野の枠組みを超えた課題に対応することを目指して行われたものである。　今後も，一所化によるメリットである人材や技術の横断･融合を活かして，県内産業などへ貢献できる研究成果の発現に努めたいと考える。
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